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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成28年５月25日に提出いたしました第43期（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）有

価証券報告書の一部の記載事項に誤りがありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　（訂正前）

 当社は、経営理念「私たちは、お客さま、地域社会の『環境価値』を創造し続けます。」

のもと、自らの持続的成長と企業価値の向上を通じて、ステークホルダーに対する責任を果

たし、社会の要請や自らの経営環境に適合する最良のコーポレートガバナンスを実現するこ

とを目指しております。

 当社はコーポレートガバナンス体制を、『当社の持続的成長を支えるための、以下の4つ

の視点からの「攻め」と「守り」のバランスの取れた仕組み』として「イオンディライト

コーポレートガバナンス・ガイドライン」において定義しております。

  a．企業の構成員（役員、社員）の事業活動を、一つの大きな意思・ベクトルに統合し、

経営資源を最大限に活用する手段

  b．企業を支えるステークホルダーとの信頼関係の基となる基本的約束

  c．日常・非日常の不測の事態に対する備え

  d．企業が社会の一員として存続するために守るべきルール

 

　　（訂正後）

 当社は、経営理念「私たちは、お客さま、地域社会の『環境価値』を創造し続けます。」

のもと、自らの持続的成長と企業価値の向上を通じて、ステークホルダーに対する責任を果

たし、社会の要請や自らの経営環境に適合する最良のコーポレートガバナンスを実現するこ

とを目指しております。

 当社はコーポレートガバナンス体制を、「当社の持続的成長を支えるための、以下の4つ

の視点からの『攻め』と『守り』のバランスの取れた仕組み」として「イオンディライト

コーポレートガバナンス・ガイドライン」において定義しております。

  a．企業の構成員（役員、社員）の事業活動を、一つの大きな意思・ベクトルに統合し、

経営資源を最大限に活用する手段

  b．企業を支えるステークホルダーとの信頼関係の基となる基本的約束

  c．日常・非日常の不測の事態に対する備え

  d．企業が社会の一員として存続するために守るべきルール
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② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　　（訂正前）

ホ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す

るために必要な体制 （企業集団内部統制）

  A．当社とイオン株式会社及びイオングループ各社、またはイオンディライトの子会社との

取引については市場価格を基準とし、利益相反の防止を図り、その適正を確保する。

  B．当社グループは、基本思想・理念を共有するとともに、グループ内部統制を強化するた

め、以下の体制を整備する。

  a．当社は、関係会社管理規程において、子会社が親会社に対して報告を要する事項、事

前の了承を要する事項等を定め、親会社による子会社のガバナンスの基本的な枠組み

を定める。また当社は、原則として、子会社に対して取締役及び監査役を派遣し、子

会社の経営の監督を行う。

  b．当社は、月次で子会社から業績報告を受領するほか、当社取締役と子会社社長をメン

バーとするグループ社長会を開催し、子会社の経営状態を把握するとともにグループ

全体の情報共有に活用する。

  c．当社グループは、共通で統一的な枠組みの下で、コンプライアンス、内部通報制度を

運営する。当社は、当社グループの役職員に対して、毎年、法令遵守等に関する研修

を行い、意識の醸成、コンプライアンスの徹底を図る。

  d．当社グループは、財務報告にかかる内部統制、リスク管理、内部監査に関しては、グ

ループ内で基本方針を共有しつつ、子会社の事業内容・規模・事業の複雑性等を考慮

の上、個別に報告・運用の体制を決める。

  e．監査役、経営監査部は、子会社を定期的に監査・監督する。経営監査部は、過去の業

務監査実績や内部通報実績等を総合的に判断し、リスクが高いと判断する子会社に対

して特に入念な業務監査を実施する。
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　　（訂正後）

ホ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す

るために必要な体制 （企業集団内部統制）

  A．当社とイオン株式会社及びイオングループ各社、またはイオンディライトの子会社との

取引については、利益相反の防止を図り、その適正を確保する。

  B．当社グループは、基本思想・理念を共有するとともに、グループ内部統制を強化するた

め、以下の体制を整備する。

  a．当社は、関係会社管理規程において、子会社が親会社に対して報告を要する事項、事

前の了承を要する事項等を定め、親会社による子会社のガバナンスの基本的な枠組み

を定める。また当社は、原則として、子会社に対して取締役及び監査役を派遣し、子

会社の経営の監督を行う。

  b．当社は、月次で子会社から業績報告を受領するほか、当社取締役と子会社社長をメン

バーとするグループ社長会を開催し、子会社の経営状態を把握するとともにグループ

全体の情報共有に活用する。

  c．当社グループは、共通で統一的な枠組みの下で、コンプライアンス、内部通報制度を

運営する。当社は、当社グループの役職員に対して、毎年、法令遵守等に関する研修

を行い、意識の醸成、コンプライアンスの徹底を図る。

  d．当社グループは、財務報告にかかる内部統制、リスク管理、内部監査に関しては、グ

ループ内で基本方針を共有しつつ、子会社の事業内容・規模・事業の複雑性等を考慮

の上、個別に報告・運用の体制を決める。

  e．監査役、経営監査部は、子会社を定期的に監査・監督する。経営監査部は、過去の業

務監査実績や内部通報実績等を総合的に判断し、リスクが高いと判断する子会社に対

して特に入念な業務監査を実施する。

 

　　（訂正前）

ヌ 反社会的勢力排除に向けた体制

  A．当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求に対しては法的な対応を行う

とともに、外部専門機関とも連携し組織として対応する。

  B．当社は、取引先が反社会的勢力であること、若しくは反社会的勢力と取引関係にあるこ

とが判明した場合、または取引先に暴力的、脅迫的な反社会的言動があった場合は、直

ちに取引・契約を解除する。

 

　　（訂正後）

ヌ 反社会的勢力排除に向けた体制

  A．当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求に対しては法的な対応を行う

とともに、外部専門機関とも連携し組織として対応する。

  B．当社は、取引先が反社会的勢力であること、若しくは反社会的勢力と取引関係にあるこ

とが判明した場合、または取引先に暴力的、脅迫的な反社会的言動があった場合は、直

ちに取引・契約を解除する。

  C．反社会的勢力からの要求についての対応部署を総務部と定め、外部機関からの情報収集

を積極的に行い、反社会的勢力の排除に努める。
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